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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第58期

第２四半期連結
累計期間

第59期
第２四半期連結
累計期間

第58期

会計期間

自平成22年
４月１日
至平成22年
９月30日

自平成23年
４月１日
至平成23年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

売上高（千円） 10,089,05110,511,61821,381,426

経常利益（千円） 820,992 436,860 914,925

四半期（当期）純利益（千円） 462,977 205,015 373,574

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
4,728,6411,794,82375,290

純資産額（千円） 37,698,77034,705,15033,045,419

総資産額（千円） 62,275,12657,301,91354,940,055

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
80.15 35.58 64.67

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 60.5 60.5 60.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
644,225 790,7441,039,798

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△487,782△501,143△779,690

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△327,797△487,480△332,415

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
345,045 239,607 446,523

　

回次
第58期

第２四半期連結
会計期間

第59期
第２四半期連結
会計期間

会計期間

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成23年
７月１日
至平成23年
９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

6.91 △10.48

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　４．第58期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　（1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、東日本大震災からの復旧を目指し緩やかな回復途上にあ

るものの、欧州の金融不安や円高の影響が懸念され、国内の企業業績や個人消費の落ち込み、雇用・所得環境は依然と

して足踏み状態が続いており、先行きは不透明な状況にあります。

　このような経営環境におきまして、当社グループは「お米のおいしさ100％」をキーワードに、主力商品を含む32品

について国産米100％を使用し、競合他社との差別化を図ってまいりました。

　また、未曾有の被害をもたらした、震災で被災された次世代を担う子どもたちに、何かできないかという自問の中か

ら「明日へつなごうプロジェクト」を立ち上げました。その一環として、品川女子学院とのコラボレーション商品の

売上金の一部を被災された子どもたちの教育資金とすることや「おいしい感動」を味わってもらいたいと、揚げたて

せんべいの移動式デモンストレーション機「揚げたてちゃん号」により、被災地を訪問する活動を進めてまいりまし

た。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は105億11百万円（前年同四半期比4.2%増）となりました。

利益面につきましては、節約志向が高まる中で収益率の高い進物商品が伸び悩んだこと、原材料費が増加したこと、

国産米使用をアピールするキャンペーン等の経費が増加したことにより、営業損失は５億42百万円（前年同四半期は

５億11百万円の営業損失）、経常利益は４億36百万円（前年同四半期比46.8%減）、四半期純利益２億５百万円（前年

同四半期比55.7％減）となりました。

なお、経常利益におきましては、当社が株式を保有するWant　Want　China　Holdings　Limited．からの株式配当金９

億23百万円を営業外収益の受取配当金として計上しております。

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は573億１百万円となり、前連結会計年度末と比較して23億61百万円の増加

となりました。

　流動資産は46億42百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億70百万円の減少となりました。これは主に、売上

債権が５億99百万円、短期貸付金を貸付契約期間の変更により長期貸付金に10億90百万円振替えたこと及び未収入

金が２億55百万円増加したこと等によるものであります。固定資産は526億59百万円となり、前連結会計年度末と比

較して38億32百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券が時価評価により増加したこと等によるもので

あります。

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、225億96百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億２百万

円の増加となりました。

　流動負債は、47億29百万円で前連結会計年度末と比較して１億73百万円の減少となりました。これは主に、短期借入

金が減少したこと等によるものであります。固定負債は178億67百万円となり前連結会計年度末と比較して８億75百

万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の時価評価に伴い繰延税金負債が増加したこと等によるもので

あります。

　純資産は、347億５百万円となり、前連結会計年度末と比較して16億59百万円の増加となりました。これは主に、その

他有価証券評価差額金が増加したこと等によるものであります。

 

　（2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は２億39百万円（前年同四半期比30.6％減）と

なり、前連結会計年度末と比較して２億６百万円の減少となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は７億90百万円の収入（前年同四半期は６億44百万円の収入）となりま

した。主な要因は、法人税等の支払額の減少等によるものであります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は５億１百万円の支出（前年同四半期は４億87百万円の支出）となりま

した。主な要因は、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は４億87百万円の支出（前年同四半期は３億27百万円の支出）となりま

した。主な要因は、長期借入金の返済による支出及び自己株式の取得による支出等によるものであります。

　

　（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方の基本方針は以下のとおりであります。

　

①基本方針の内容

　当社は上場会社である以上、当社株式の取引は株主の皆様のご判断に委ねるのが原則であり、当社に対する大規

模買付行為がなされた場合にこれに応ずるか否かの判断についても、最終的には株主の皆様の自由意思に委ねら

れるべきであると考えます。
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　しかしながら、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、様々なステークホルダーとの信頼関

係を維持し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと

考えております。大規模買付行為の中には、①その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明

白な侵害をもたらすもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株

主が大規模買付行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報

を提供しないもの、④買付者の提案した条件よりもさらに有利な条件を株主にもたらすために、対象会社による

買付者との交渉を必要とするもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社は、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当では

ないと考えます。

②不適切な支配の防止のための取組み

　当社は、日本の伝統ある食文化を世界に広め、人々に喜びと豊かさを提供することが当社の使命であると考え、

かかる使命の追求を通じた企業価値の向上を目指しております。

　当社は、中期経営計画「NEXT60」（第56期～第58期）を策定し、平成20年度から平成22年度までの3年間、当社の

企業価値を向上するべく取り組んでまいりました。

　同計画では、「お米」のおいしさ創造企業～米・技・心の継承と進化～をスローガンに、経営戦略として、①品

質第一主義「安全」「安心」「安定」の確保、②技術の伝承と革新、③人間尊重・社会貢献とお客様の笑顔を掲

げ、経営基盤を強化するための施策を推進してまいりました。

　また、中期経営計画「NEXT60」のローリングを行い「NEXT60」の経営戦略に成長戦略の一端としてグローバル

戦略を含めた「フェニックスプラン65」（第58期～第60期）を策定し、全グループ会社一丸となって経営計画達

成に取り組んでまいります。

　当社は、中期経営計画を着実に実行していくことが、当社グループとステークホルダーとの信頼関係を一層強固

に築き上げ、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものと確信しております。

③不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断

　当社は、中期経営計画「NEXT60」及び「フェニックスプラン65」の下、①品質第一主義「安全」「安心」「安

定」の確保、②技術の伝承と革新、③人間尊重・社会貢献とお客様の笑顔を掲げ、経営基盤を強化するための施策

に成長戦略の一端としてグローバル戦略を推進し、株主の皆様、お客様、取引先、従業員、地域社会その他多様なス

テークホルダーの皆様にとって価値ある企業として支持されることを目指し、企業価値・株主共同の利益の最大

化に全力で取り組んでおります。

　当社に対する大規模買付行為を行おうとする者が、当社を取り巻く経営環境を正しく認識し、当社の企業価値の

源泉を理解した上で、これを中長期的に確保し、向上させられるものでなければ、中期経営計画「NEXT60」及び

「フェニックスプラン65」の達成が困難になるのはもちろんのこと、逆に当社の企業価値ひいては株主共同の利

益が損なわれるおそれがあります。

　さらに、外部者である買付者から買付提案を受けた際には、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の

潜在的効果、事業分野・人的ネットワークの有機的結合により実現され得るシナジー効果、その他当社の企業価

値を構成する事項等を、株主の皆様が適切に把握し、当該買付者による当社株式等の大規模買付行為が当社の企

業価値に及ぼす影響を判断していただく必要があります。

　こうした事情に鑑み、当社取締役会は、外部者である買付者によって当社に対する大規模買付行為が行われるに

際し、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆

様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために不当な条件による買付けに対

する交渉を行うこと等を可能としたりすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模

買付行為を抑止するための枠組みとして、当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更

新が必要であると判断いたしました。

　なお、本対応方針において旧対応方針から見直した内容の概要は、下記のとおりです。

　１. 独立委員会は、新株予約権の無償割当てを相当と判断する場合でも、大規模買付行為者による大規模買付行

為が企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがあると判断するときは、当社取締役会に、株主総会の招

集及び新株予約権無償割当てに関する議案の付議を勧告することができるものとし、当該勧告を受けた当社

取締役会は、原則として、速やかに株主総会を招集し、その決議に従うこととしました。

　２. 金融商品取引法の施行に伴い関連法令の名称を修正したほか、株券電子化に伴い記載の修正を行いました。

　　３．その他、上記の見直しに関連する引用箇所の記載の修正など、所要の修正を行いました。

 

　（4）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、138百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

　①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,980,000

計 23,980,000

　②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,995,000 5,995,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 5,995,000 5,995,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年７月１日～

平成23年９月30日 
－ 5,995,000 － 1,634,750 － 1,859,250

　

EDINET提出書類

岩塚製菓株式会社(E00386)

四半期報告書

 7/20



（６）【大株主の状況】

 平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

岩塚製菓共栄会 新潟県長岡市浦9750番地　 319 5.32

株式会社紀文食品 東京都中央区銀座５－15－１　 305 5.08

株式会社北越銀行　 新潟県長岡市大手通２－２－14　 280 4.67

平石　毅一　 新潟県長岡市　 244 4.07

UBS AG SINGAPORE
AESCHENVORSTADI 1CH-4051 BASEL

SWITZERLAND
239 3.98

(常任代理人シティバンク

銀行株式会社）
(東京都品川区東品川２－３－１４）         

槇　政男　 新潟県長岡市　 215 3.59

株式会社第四銀行　
新潟県新潟市中央区東堀前通７番町1071－１

　
200 3.33

槇　キク　 新潟県長岡市　 162 2.71

岩塚製菓従業員持株会　 新潟県長岡市浦9750番地　　 152 2.54

株式会社魚沼運輸 新潟県長岡市新産４－１－６　 115 1.91

計 － 2,233 37.25

　（注）上記「大株主の状況」には、当社所有の自己株式238千株（3.97％）を含めておりません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    238,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  5,754,800 57,548 －

単元未満株式 普通株式      1,700 － －

発行済株式総数 5,995,000 － －

総株主の議決権 － 57,548 －

　

②【自己株式等】

 平成23年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

岩塚製菓株式会社
新潟県長岡市浦9750

番地
238,500 － 238,500 3.97

計 － 238,500 － 238,500 3.97

　

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　

　　　役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役 製造本部長 取締役
製造本部長兼製
造管理部長

大矢　俊寿 平成23年７月21日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成

23年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人セントラルによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 451,923 245,607

受取手形及び売掛金 3,639,991 3,040,396

有価証券 58,352 68,060

商品及び製品 54,990 83,869

仕掛品 76,344 80,626

原材料及び貯蔵品 313,689 360,097

その他 1,520,053 765,630

貸倒引当金 △2,336 △2,093

流動資産合計 6,113,009 4,642,194

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,474,773 4,498,915

その他（純額） 2,558,460 2,627,694

有形固定資産合計 7,033,233 7,126,610

無形固定資産 97,180 99,240

投資その他の資産

投資有価証券 41,489,318 44,146,074

その他 215,875 1,311,604

貸倒引当金 △8,563 △23,810

投資その他の資産合計 41,696,631 45,433,868

固定資産合計 48,827,045 52,659,719

資産合計 54,940,055 57,301,913

負債の部

流動負債

買掛金 740,801 615,475

短期借入金 2,000,000 1,850,000

未払法人税等 109,738 153,034

賞与引当金 435,225 468,666

その他 1,617,097 1,641,939

流動負債合計 4,902,863 4,729,116

固定負債

長期借入金 1,600,000 1,400,000

退職給付引当金 895,617 913,915

役員退職慰労引当金 114,123 －

繰延税金負債 14,093,968 15,165,024

その他 288,062 388,706

固定負債合計 16,991,771 17,867,647

負債合計 21,894,635 22,596,763
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,634,750 1,634,750

資本剰余金 1,859,250 1,859,250

利益剰余金 6,452,160 6,582,082

自己株式 △365,523 △425,523

株主資本合計 9,580,636 9,650,558

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 23,479,938 25,071,893

為替換算調整勘定 △27,126 △26,972

その他の包括利益累計額合計 23,452,811 25,044,921

少数株主持分 11,971 9,669

純資産合計 33,045,419 34,705,150

負債純資産合計 54,940,055 57,301,913

EDINET提出書類

岩塚製菓株式会社(E00386)

四半期報告書

12/20



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 10,089,051 10,511,618

売上原価 6,581,536 6,849,711

売上総利益 3,507,514 3,661,906

販売費及び一般管理費 ※
 4,018,540

※
 4,204,152

営業損失（△） △511,025 △542,245

営業外収益

受取利息 11,417 11,147

受取配当金 1,283,249 934,028

持分法による投資利益 － 8,707

その他 56,036 63,710

営業外収益合計 1,350,703 1,017,593

営業外費用

支払利息 11,992 10,895

持分法による投資損失 446 －

貸倒引当金繰入額 215 15,255

その他 6,031 12,336

営業外費用合計 18,685 38,486

経常利益 820,992 436,860

特別利益

貸倒引当金戻入額 31,746 －

その他 567 －

特別利益合計 32,313 －

特別損失

固定資産除却損 1,487 5,726

投資有価証券評価損 26,881 21,758

その他 20 172

特別損失合計 28,389 27,657

税金等調整前四半期純利益 824,916 409,203

法人税、住民税及び事業税 333,245 205,056

法人税等調整額 30,929 1,582

法人税等合計 364,175 206,638

少数株主損益調整前四半期純利益 460,740 202,564

少数株主損失（△） △2,236 △2,450

四半期純利益 462,977 205,015
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 460,740 202,564

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,270,716 1,591,955

為替換算調整勘定 △2,816 303

その他の包括利益合計 4,267,900 1,592,259

四半期包括利益 4,728,641 1,794,823

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,731,454 1,797,125

少数株主に係る四半期包括利益 △2,813 △2,301
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 824,916 409,203

減価償却費 393,849 381,534

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32,199 15,004

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,035 33,441

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,277 18,298

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,126 △114,123

投資有価証券評価損益（△は益） 26,881 21,758

受取利息及び受取配当金 △1,294,666 △945,175

支払利息 11,992 10,895

持分法による投資損益（△は益） 446 △8,707

売上債権の増減額（△は増加） 519,033 606,979

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,893 △88,216

仕入債務の増減額（△は減少） △56,911 △126,640

未収入金の増減額（△は増加） △424,508 △255,296

その他 △216,974 68,337

小計 △296,849 27,292

利息及び配当金の受取額 1,285,528 936,037

利息の支払額 △11,741 △10,824

法人税等の支払額 △332,711 △161,760

営業活動によるキャッシュ・フロー 644,225 790,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △600 △600

有価証券の取得による支出 △24,456 △34,734

有価証券の売却による収入 4,245 19,567

有形固定資産の取得による支出 △454,888 △476,054

有形固定資産の売却による収入 1,169 －

無形固定資産の取得による支出 △10,200 △6,166

投資有価証券の取得による支出 △3,051 △3,154

投資活動によるキャッシュ・フロー △487,782 △501,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △250,000 △150,000

長期借入金の返済による支出 － △200,000

配当金の支払額 △74,984 △75,178

自己株式の取得による支出 － △60,000

その他 △2,813 △2,301

財務活動によるキャッシュ・フロー △327,797 △487,480

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,601 △9,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △174,955 △206,916

現金及び現金同等物の期首残高 520,000 446,523

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 345,045

※
 239,607
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【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（役員退職慰労金制度の廃止について）

　平成23年５月18日の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、平成23年６月28日開催の定時株

主総会終結の時をもって廃止いたしました。本制度の廃止に伴い、在任中の役員に対し、それぞれ就任時から同定時株主

総会終結までの在任期間に対応した役員退職慰労金を打ち切り支給することを決議しております。

　なお、支給時期につきましては取締役及び監査役の退任時とし、当第２四半期連結累計期間において、役員退職慰労引当

金を全額取崩し固定負債の「その他」に含めて表示しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成23年９月30日）

　１　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。

　１　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。

旺旺・ジャパン株式会

社
  130,000千円

計      130,000千円

　

旺旺・ジャパン株式会

社
     100,000千円

計      100,000千円

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

販売促進費 1,532,157千円

発送配達費 671,566 

給料及び手当 550,062 

賞与引当金繰入額 132,087 

退職給付費用 28,740 

役員退職慰労引当金繰入

額
6,984 

研究開発費 139,856 

販売促進費 1,702,027千円

発送配達費 706,767 

給料及び手当 557,024 

賞与引当金繰入額 131,445 

退職給付費用 28,264 

役員退職慰労引当金繰入

額
2,603 

研究開発費 138,885 

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※  　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※  　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在） （平成23年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 348,845

預入期間が３か月を超える定期預金 △3,800

現金及び現金同等物 345,045

　

 （千円）

現金及び預金勘定 245,607

預入期間が３か月を超える定期預金 △6,000

現金及び現金同等物 239,607
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年６月24日

定時株主総会
普通株式 75,09313円00銭 平成22年３月31日 平成22年６月25日利益剰余金

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年９月30日）

配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月28日

定時株主総会
普通株式 75,09313円00銭  平成23年３月31日 平成23年６月29日利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

　当社グループは、米菓事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年９月30日）

　当社グループは、米菓事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（有価証券関係）

　前連結会計年度末（平成23年３月31日）

　その他有価証券　

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 1,459,700 40,882,027 39,422,327

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,459,700 40,882,027 39,422,327

　　

　当第２四半期連結会計期間末（平成23年９月30日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日

に比べて著しい変動が認められます。　

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照
表計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 1,462,854 43,537,461 42,074,607

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,462,854 43,537,461 42,074,607
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（デリバティブ取引関係）

　　　　　 該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

　　１株当たり四半期純利益金額 80円15銭 35円58銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 462,977 205,015

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 462,977 205,015

普通株式の期中平均株式数（株） 5,776,411 5,761,766

 （注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　　　　　 該当事項はありません。

２【その他】

　　　　　 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年11月10日

岩塚製菓株式会社

取締役会　御中

監査法人セントラル

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 亀井　準　　　印

 業務執行社員  公認会計士 山口　博美　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岩塚製菓株式会社の

平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成23年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務

諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、岩塚製菓株式会社及び連結子会社の平成23年９月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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